
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査基板を保持する固定された基板ホルダと、
　前記基板ホルダの両側に沿って平行に配置された一対の第１のガイドレールと、
　前記基板ホルダを跨ぐ水平アーム部及び該水平アーム部の両端を支える支柱とを備え、
前記第１のガイドレールに沿って移動する観察ユニット支持部と、
　前記観察ユニット支持部の移動方向と直行する前記水平アーム部に沿って配置された第
２のガイドレールと、
　前記第２のガイドレールに沿って移動可能に設けられ、前記基板ホルダ上に載置された
前記被検査基板をミクロ観察する対物レンズを備えたミクロ観察ユニットと、
　前記ミクロ観察ユニットの本体側部に前記被検査基板の表面に対して照射角度を調整可
能に設けられ、前記被検査基板表面にマクロ照明光を照射するマクロ照明光源と、
　前記観察ユニット支持部を前記第１のガイドレールに沿ってＹ方向に移動させ、前記ミ
クロ観察ユニットを前記第２のガイドレールに沿ってＸ方向に移動させ、前記ミクロ観察
ユニット及び前記マクロ照明光源を前記被検査基板全面に対して走査させる制御部と、
　を具備することを特徴とする基板検査装置。
【請求項２】
　前記観察ユニット支持部及び前記ミクロ観察ユニットは、それぞれの移動位置の座標を
検出する座標スケールを有し、前記ミクロ ユニットの本体側部には、前記被検査基板
を観察する対物レンズの観察光軸から一定間隔だけ離れた位置に、前記マクロ照明光源に
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より照射された前記被検査基板面上の欠陥位置を指定するスポット光を投影する指標用照
明光源を設け、前記制御部は、前記観察ユニット支持部及び前記ミクロ ユニットの各
座標スケールから前記指標用照明光源により指定された前記欠陥部の座標データを求めて
、この座標データと前記一定間隔のデータに基づき前記被検査基板上の各欠陥部上に前記
ミクロ ユニットの対物レンズの観察光軸が合致するように前記観察ユニット支持部及
び前記ミクロ ユニットを移動制御するとともに、前記被検査基板上の欠陥部を前記指
標用照明光源により指定したときの前記各座標スケールから前記欠陥部の位置座標を求め
て記憶部に記憶することを特徴とする請求項１に記載の基板検査装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記観察ユニット支持部と前記ミクロ ユニットをＸＹ方向に移動制
御して前記マクロ照明光源を前記被検査基板表面に対してラスタスキャンさせることを特
徴とする請求項１又は２のいずれかに記載の基板検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のガラス基板などの欠陥検査に用いられ
る基板検査装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＬＣＤに用いられるガラス基板の欠陥検査は、ガラス基板表面に照明光を当て、そ
の反射光の光学的変化から基板表面の傷などの欠陥部分を観察するマクロ観察と、マクロ
観察で検出された欠陥部分を拡大して観察するミクロ観察を切り替えて可能にしたものが
ある。
【０００３】
具体的には、特開平５－３２２７８３号公報に開示されるように、Ｘ、Ｙ方向に水平移動
可能にしたＸ－Ｙステージに対応させてマクロ観察系とミクロ観察系を設け、Ｘ－Ｙステ
ージ上に被検査基板を載置した状態から、Ｘ－ＹステージをＸ、Ｙ方向の２次元方向に移
動して被検査基板の検査部位をマクロ観察系またはミクロ観察系の観察領域に位置させる
ことで、被検査基板面の欠陥部分に対するマクロ観察またはミクロ観察を可能にしたもの
がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、最近、ＬＣＤの大型化にともないガラス基板のサイズは、ますます大型化の傾
向にあり、このため、このような大型サイズのガラス基板の欠陥検査において、上述した
ようなＸ－ＹステージをＸ、Ｙ方向の２次元方向に水平移動するようにしたものでは、基
板面積の４倍もの移動範囲が必要となり、基板サイズの大型化とともに、装置の大型化を
免れない。また、ガラス基板上の欠陥部分を特定する照明は、基板全面をカバーするため
Ｘ－Ｙステージの中心付近に位置せざるをえないことから、照明は、観察者から遠く離れ
ることとなり、微小な傷に対する目視による検査がますます困難になっている。
【０００５】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、被検査基板について精度の高い欠陥検査を
効率よく行うことができ、しかも小型化を実現できる基板検査装置を提供することを目的
とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の基板検査装置は、被検査基板を保持する固定された基板ホルダと、前記基板ホ
ルダの両側に沿って平行に配置された一対の第１のガイドレールと、前記基板ホルダを跨
ぐ水平アーム部及び該水平アーム部の両端を支える支柱とを備え、前記第１のガイドレー
ルに沿って移動する観察ユニット支持部と、前記観察ユニット支持部の移動方向と直行す
る前記水平アーム部に沿って配置された第２のガイドレールと、前記第２のガイドレール
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に沿って移動可能に設けられ、前記基板ホルダ上に載置された前記被検査基板をミクロ観
察する ミクロ観察ユニットと、前記ミクロ観察ユニット

に設けられ、前記被検査基板表面にマ
クロ照明光を照射するマクロ照明光源と、前記観察ユニット支持部を前記第１のガイドレ
ールに沿ってＹ方向に移動させ、前記ミクロ観察ユニットを前記第２のガイドレールに沿
ってＸ方向に移動させ、前記ミクロ観察ユニット及び前記マクロ照明光源を前記被検査基
板全面に対して走査させる制御部とを具備することを特徴とする。
【０００９】

発明によれば、 を固定して観察ユニット支持 の被検査基板上の一方向に沿
った移動と 観察ユニットの被検査基板上の観察ユニット支持部の移動方向と直交す
る方向の移動により、 観察ユニットを被検査基板面上のいずれの位置にも移動させ
ることができるようにしたので、 を被検査基板面積とほぼ同じ大き
さに止めることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図面に従い説明する。
図１乃至図３は、本発明の一実施の形態が適用される基板検査装置の概略構成を示してい
る。図において、１は装置本体で、この装置本体１上には、被検査基板保持手段としてホ
ルダ２を固定して設けている。このホルダ２は、ＬＣＤに用いられるガラス基板のような
大型の被検査基板３を載置保持するもので、周縁部に沿って複数の基板押さえ部材２０１
を配置し、これら基板押さえ部材２０１によりホルダ２上の被検査基板３の位置決めをす
るとともに、脱落しないように吸着保持可能にしている。
【００１３】
装置本体１上には、図３に示すようにホルダ２の両側縁に沿って一対のガイドレール４、
４を平行に配置している。また、ホルダ２上方には、このホルダ２を跨ぐように観察ユニ
ット支持部５を配置し、この観察ユニット支持部５をガイドレール４に沿って被検査基板
３面上の図示Ｙ軸方向に移動可能に設けている。
【００１４】
観察ユニット支持部５には、観察ユニット６が観察ユニット支持部５の移動方向（Ｙ方向
）と直交する図示Ｘ軸方向に移動可能に支持されている。
また、観察ユニット支持部５には、観察ユニットの移動ラインに対向するように透過ライ
ン照明７が一体に設けられている。この透過ライン照明７は、ホルダ２下方を通過する支
持部５の裏板に図示Ｘ軸方向に沿って配置され、被検査基板３の下方より透過する直線状
の透過照明を行うもので、観察ユニット支持部５とともに、図示Ｙ軸方向に移動可能にな
っている。
【００１５】
ここで、透過ライン照明７は、例えば、図４に示すように光源部７１と中実のガラスロッ
ド７２を有するもので、光源部７１よりガラスロッド７２の端部に入射した光をガラスロ
ッド７２中を全反射伝送するとともに、ガラスロッド７２の背部に沿って塗布加工された
白色縞７３により拡散させ、ガラスロッド７２のレンズ作用によりライン状の光を射出す
るようにしたものである。この透過ライン照明は、上記のものに限られるものでなく、蛍
光灯などによるライン照明であってもよい。
【００１６】
観察ユニット６は、ミクロ観察用の指標用照明８を設けたミクロ観察ユニット９とマクロ
観察用のマクロ照明１０を有している。指標用照明８は、光学的に集光されたスポット光
を被検査基板３表面上の欠陥部に投光するものである。このスポット光による被検査基板
３表面の反射光は、マクロ照明１０による反射光より明るくなっており、マクロ照明１０
によるマクロ観察中でも目視観察できるようになっている。また、ミクロ観察ユニット９
は、対物レンズ９１と接眼レンズ９２および図示しない落射照明を有する顕微鏡機能を備
え、対物レンズ９１を介して被検査基板３表面の像を接眼レンズ９２により観察できるよ
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うになっている。また、ミクロ観察ユニット９には、三眼鏡筒を介してＴＶカメラ９３が
取り付けられており、目視によるミクロ観察が不要な場合には、直筒を介してＴＶカメラ
９３のみを取り付けることもできる。このＴＶカメラ９３は、対物レンズ９１より得られ
る被検査基板３表面の観察像を撮像してＴＶモニタ１２に表示するようにしている。
【００１７】
マクロ照明１０は、マクロ観察に用いられるもので、ホルダ２上の被検査基板３表面の一
部分をマクロ照明光１０１で照射するようにしている。また、このマクロ照明１０は、被
検査基板３表面に対する照明角度を、マクロ観察に最適な角度に調整できるようになって
いる。
【００１８】
なお、装置本体１には、観察ユニット支持部５のＹ軸方向の位置座標を検出するＹスケー
ル１３を設け、観察ユニット支持部５には、観察ユニット６のＸ方向の位置座標を検出す
るＸスケール１４を設けている。また、制御部１１は、Ｙスケール１３およびＸスケール
１４の位置座標の管理や観察ユニット支持部５および観察ユニット６の移動制御なども行
うもので、指標用照明８の光軸と対物レンズ９１の光軸との間隔Ｘ 0 を予め記憶していて
、指標用照明８のスポット光を被検査基板３上の欠陥部に位置させた状態で所定の指示を
与えることで、Ｙスケール１３およびＸスケール１４のデータから欠陥部の位置座標を求
めて、各欠陥部の位置座標を記録するとともに、この位置座標と指標用照明８の光軸と対
物レンズ９１の光軸との間隔データに基づいて、指標用照明８で指定された欠陥部にミク
ロ観察ユニット９の対物レンズ９１の光軸が合致するるように観察ユニット支持部５およ
び観察ユニット６を移動制御するようにしている。
【００１９】
次に、以上のように構成した実施の形態の動作を説明する。
まず、被検査基板表面のマクロ観察を行う場合、観察ユニット支持部５を図１に示す初期
位置に後退させた後、ホルダ２上に被検査基板３を供給し、この状態で、基板押さえ部材
２０１により被検査基板３を位置決めするとともに、脱落しないように吸着保持し、この
状態から欠陥検査を開始する。
【００２０】
次に、観察ユニット６のマクロ照明１０を点灯し、ホルダ２上の被検査基板３表面上にマ
クロ照明光１０１を照射する。そして、この状態から、図３に示すように観察ユニット６
を観察ユニット支持部５に沿ってＸ軸方向に直線移動させ、さらに図２の実線から二点鎖
線に示すように観察ユニット支持部５をガイドレール４に沿ってＹ軸方向に直線移動させ
て、マクロ照明光１０１によりホルダ２の被検査基板３上をラスタスキャンし、被検査基
板３全面について検査者の目視による傷や汚れなどの欠陥検査が行われる。この場合、被
検査基板３上のマクロ照明光１０１は、最適なマクロ観察を行うことができる角度に調整
されている。
【００２１】
このようなマクロ観察において、検査者が被検査基板３上のマクロ照明光１０１中で欠陥
部を認識した場合、検査者は、観察ユニット６をＸ、Ｙ軸方向に移動させ、被検査基板３
上の欠陥部に指標用照明８のスポット光を位置させる。
【００２２】
次いで、検査者より制御部１１に所定の指示を与えると、制御部１１で、Ｙスケール１３
およびＸスケール１４のデータに基づいて被検査基板３上の欠陥部の位置座標が求められ
、続けて、この位置座標データと予め記憶している指標用照明８の光軸と対物レンズ９１
の光軸との間隔データを用いて、観察ユニット支持部５とミクロ観察ユニット９を移動制
御し、検出した被検査基板３上の欠陥部に対物レンズ９１の光軸を合致させる。
【００２３】
これにより、対物レンズ９１の視野中心に指定した欠陥部が持ち込まれ、対物レンズ９１
を介して欠陥部のミクロ観察ができるとともに、同時に、ＴＶカメラ９３で、対物レンズ
９１より得られる被検査基板３表面の欠陥部を撮像し、ＴＶモニタ１２上でミクロ観察で
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きる。この場合、欠陥の種類に応じて落射照明または透過照明に切換えてミクロ観察を行
うことができる。
【００２４】
その後、再び、検査者によりマクロ観察を指示すると、被検査基板３上の欠陥部は、マク
ロ照明光１０１の照射範囲に戻され、マクロ観察による欠陥確認が行える。そして、続け
て、マクロ照明光１０１による他の欠陥部観察する場合には、上述した操作を繰り返すこ
とになる。
【００２５】
その後、マクロ観察が終了したならば、観察者は、再び制御部１１に所定の指示を与え、
観察ユニット支持部５を初期位置に復帰させ、ホルダ２から検査済み被検査基板３を取り
除き、新たな被検査基板３に交換するようになる。
【００２６】
なお、上述では、マクロ照明１０によりホルダ２の被検査基板３上の一部分を照明しなが
ら、マクロ観察を行い、被検査基板３上に欠陥を認識すると、ミクロ観察に移行するよう
な場合を述べたが、マクロ照明１０によるマクロ観察のみを行う場合は、観察ユニット支
持部５を初期位置に後退させ、ホルダ２上に被検査基板３を載置保持した状態から、マク
ロ照明１０を点灯して、ホルダ２上の被検査基板３表面に部分的なマクロ照明光１０１を
照射する。そして、この状態から、観察ユニット６を観察ユニット支持部５に沿ってＸ軸
方向に直線移動させ、さらに観察ユニット支持部５をガイドレール４に沿ってＹ軸方向に
直線移動させながら、マクロ照明光１０１によりホルダ２の被検査基板３上をラスタスキ
ャンすることで、被検査基板３全面について検査者の目視による欠陥検査が行われるよう
になる。この場合、マクロ照明光１０１中における欠陥部に指標用照明８のスポット光を
合わせ、欠陥部の位置座標を制御部１１のメモリに記憶することができる。
【００２７】
また、制御部１１のメモリに記憶された各欠陥部についてミクロ観察ユニット９によるミ
クロ観察を行う場合は、観察ユニット支持部５を初期位置に後退させた状態から、透過ラ
イン照明７を点灯させ、ホルダ２の下方からＸ軸方向にライン状の透過照明を照射させる
。そして、この状態で、制御部１１にてメモリに記憶された各欠陥部の座標データおよび
指標用照明８の光軸と対物レンズ９１の光軸との間隔データに基づいてミクロ観察ユニッ
ト９の対物レンズ９１を透過ライン照明７に沿ってＸ軸方向に直線移動させ、さらに観察
ユニット支持部５をガイドレール４に沿ってＹ軸方向に直線移動させることで、指定され
た各欠陥部に対物レンズ９１の光軸を自動的に合わせ顕微鏡によるミクロ観察ができると
同時に、ＴＶカメラ９３により、被検査基板３表面が撮像され、ＴＶモニタ１２に表示さ
れる。この場合も、欠陥部の種類に応じて透過照明に代えて落射照明に切換えることがで
きる。
【００２８】
従って、このようにすれば被検査基板３を保持する固定されたホルダ２を跨ぐように配置
され、被検査基板３面上をＹ軸方向に移動可能に観察ユニット支持部５を設けるとともに
、この観察ユニット支持部５に、被検査基板３面上での観察ユニット支持部５のＹ軸方向
と直交するＸ軸方向に移動可能にミクロ観察用の指標用照明８を設けたミクロ観察ユニッ
ト９とマクロ観察用のマクロ照明１０を有する観察ユニット６を設け、観察ユニット支持
部５の被検査基板３面上のＹ軸方向に沿った移動と、観察ユニット６の被検査基板３面上
の観察ユニット支持部５の移動方向と直交するＸ軸方向の移動により、マクロ観察用のマ
クロ照明１０によるマクロ観察または、ミクロ観察用の指標用照明８を設けたミクロ観察
ユニット９によるミクロ観察を行うようにしている。これにより、ホルダ２を固定して観
察ユニット支持部５の被検査基板３面上の一方向に沿った移動と観察ユニット６の被検査
基板３面上の観察ユニット支持部５の移動方向と直交する方向の移動により、観察ユニッ
ト６を被検査基板３面上のいずれの位置にも移動させるようにできるので、ホルダ２を被
検査基板３面積とほぼ同じ大きさに止めることができ、装置の小型化を実現できるととも
に、装置の設置面積も大幅に小さくすることができる。
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【００２９】
また、被検査基板３面上で観察ユニット６を移動させながら、被検査基板３面を部分的に
照明するマクロ照明１０のマクロ照明光１０１の範囲でマクロ観察を行うようになるので
、限定された狭いスポット照明光１０１の範囲で集中してマクロ観察を行うことができ、
精度の高いマクロ観察による欠陥検査を実現できるとともに、マクロ照明光１０１の近傍
にミクロ観察ユニットが配置されていることから、検査者は同じ場所にて接眼レンズ９２
を覗くことが可能となり、欠陥部の状態を直接目視で確認しながら顕微鏡によるミクロ観
察ができ、欠陥部の状態を正確に把握することができる。
【００３０】
さらに、透過ライン照明７による被検査基板３を透過されるライン照明に沿ってミクロ観
察ユニット９の対物レンズ９１によるミクロ観察を行うようにしたので、ミクロ観察のた
め被検査基板３全面が透過光により光るものと比べ、眩しさが大幅に低減でき、ライン照
明の範囲において精度の高いミクロ観察による欠陥検査を実現できる。また、透過ライン
照明７を観察ユニット支持部５に一体に設けてあるので、ランブハウスおよび集光レンズ
などからなる透過照明ユニットを対物レンズの移動に追従させるものに比べて追従駆動機
構が不要になり、装置の小形化を得られるとともに、故障の少ない透過照明を提供するこ
とができる。
【００３１】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、 を固定して観察ユニット支持 の被検査基
板上の一方向に沿った移動と 観察ユニットの被検査基板上の観察ユニット支持部の
移動方向と直交する方向の移動により、 観察ユニットを被検査基板面上のいずれの
位置にも移動させることができるようにしたので、 を被検査基板面
積とほぼ同じ大きさに止めることができ、装置の小型化を実現できるとともに、装置の設
置面積を大幅に小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態の概略構成を示す図。
【図２】　一実施の形態の概略構成を示す側面図。
【図３】　一実施の形態の概略構成を示す上面図。
【図４】　一実施の形態に用いられる透過ライン照明の概略構成を示す図。
【符号の説明】
１…装置本体、
２…ホルダ、
２０１…基板押さえ部材、
３…被検査基板、
４…ガイドレール、
５…観察ユニット支持部、
６…観察ユニット、
７…透過ライン照明、
７１…光源部、
７２…ガラスロッド、
７３…白色縞、
８…指標用照明、
９…ミクロ観察ユニット、
９１…対物レンズ、
９２…接眼レンズ、
９３…ＴＶカメラ、
１０…マクロ照明、
１０１…マクロ照明光、
１１…制御部、
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１２…ＴＶモニタ、
１３…Ｙスケール、
１４…Ｘスケール。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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